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時間外労働・休日労働に関する協定について

今回は「時間外労働・休日労働に関する協定届」についてお話させていただきます。
この協定は、労働基準法第 36 条に規定されていることから通称「36 協定」（サブロク

キョウテイ）と呼ばれています。

❶ どんな場合に必要なの？
法定の労働時間の限度（原則として 1日8時間、1週 40時間）を超えて労働させる場合、又は、法定の休日（原

則として1週間に1日の休日）に労働させる場合にあらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを会社の所在地
を管轄する労働基準監督署に届け出ることが必要です。

ということは・・・

という会社に届出が必要です。
もし、届出をせずに法定時間外労働や法定休日労働をさせていた場合は、6 か月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金が科

されます。

❷ どんな書面をいつまでに届け出るの？
『時間外労働・休日労働に関する協定届』の書式は、長野労働局ホームページの法令・様式集からダウンロードでき
ますので、ご活用ください。また、36 協定は届出をもって有効になりますので、有効期間の開始前までに事業場単位、
本社、支店や店舗ごとに届出が必要です。届出書は提出用と控え用の 2 部提出し、受付印押印後 1 部が返却されます
ので、これを事業場の見やすい場所へ掲示する等、社員さんに周知してください。

❸ 労使で何を協定するの？
36 協定では次の事項を協定しなければなりません。

① 時間外労働をさせる必要のある具体的な事由
② 時間外労働をさせる必要のある業務の種類
③ 時間外労働をさせる必要のある労働者の数
④ 1 日について延長することができる時間
⑤ 1 日を超える一定の期間について延長することができる時間
⑥ 有効期間
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大量の受注があった時は
週1日の休日も返上して
仕事をすることも

あるなぁとか とか

うちの工務店は
1日7時間労働だけど
月曜日から土曜日まで
仕事をしているなぁ

▶週に40時間を超える労働

うちの会社の労働時間は
1日8時間だけど、
週に何日かは
2時間ぐらい
残業しているなぁ

▶1日8時間を超える労働 ▶週に1日の休みもとれない労働
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今回は 36 協定についてお話させていただきました。ほとんどの企業さま
で提出が必要な協定届ではないでしょうか。また、この協定は有効期間が
原則として 1年間となるため、毎年締結して提出する必要がある届書にな
ります。作成の仕方など分からないことがありましたら、お気軽にお近くの
社会保険労務士にご相談ください！

事業主等の
皆さまへ

❹ 延長することができる時間に上限はあるの？
時間外労働には延長時間の限度基準が定められています。
まず、1日の限度時間ですが、坑内労働その他厚生労働省令で定める業務は 1日 2 時間までと定められています。し

かし、それ以外の業務には 1日の限度時間についての規制は原則としてありません。
次に、1日を超える一定期間の延長時間の限度は下表のとおりになっています。

ただし、工作物の建設等の事業や自動車の運転の業務等いくつかの業務については、上
記の限度時間が適用されません。これは、労働時間管理等について別途行政指導を行っ
ている分野であったり、事業又は業務の性格から限度時間の適用になじまないものがある
こと等の理由によるものです。しかし、限度時間が適用されないといっても、長時間労働
は脳・心臓疾患や精神障害の原因の一つと言われています。大切な社員さんが病気で長
期休業といったことにならないように、日頃から時間外労働を削減する工夫をしていきま
しょう。

❺ 休日労働の協定はどうするの？
休日労働については、原則として 1 週間に 1日の法定休日に労働させる必要がある場合に協定するものです。法定休

日以外の休日（例えば、土日休みの会社の土曜日）については、時間外労働の協定の範囲に含まれることになります。

❻ だれと協定を締結するの？
36 協定は、使用者と多くの会社では労働者の過半数を代表する者が締結当事者になります。過半数代表者になるこ

とのできる労働者の要件は次のとおりです。

① 労働基準法第 41 条第 2 号に規定する管理監督者ではないこと。
②   選出にあたっては、投票、挙手、労働者の話合い等労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確

になる民主的な手続が取られていること。

したがって、会社の代表者が特定の労働者を指名することはできないことになります。

期間 一般の労働者 対象期間が 3 箇月を超える 1 年
単位の変形労働時間制の対象者

1 週間  15 時間  14 時間

2 週間  27 時間  25 時間

4 週間  43 時間  40 時間

1 箇月  45 時間  42 時間

2 箇月  81 時間  75 時間

3 箇月 120 時間 110 時間

1 年間 360 時間 320 時間


